
  

富山県バスケットボール協会審判委員会会則 
 

   第１章 総則 

 （名称） 

第１条 本会は、富山県バスケットボール協会審判委員会（以下「委員会」という。）と称する。 

 （目的） 

第２条 委員会は、富山県バスケットボール協会（以下「県協会」という。）に属し、審判に関する調

査研究及び各種大会の運営協力にあたる。 

２ 富山県のバスケットボール審判員が審判を通して、技術の追求や審判員相互の融和を図り、もって

審判資質の向上に努めることを目的とする。 

 （事業） 

第３条 委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

 (1) 審判講習会の開催 

 (2) 富山県バスケットボール協会公認（以下「県公認」という。）審判員の審査認定 

 (3) （財）日本バスケットボール協会公認（以下「日本公認」という。）審判員の審査協力 

 (4) その他目的の達成のために必要なこと。 

 

   第２章 組識 

 （組識） 

第４条 委員会は、県公認審判員、日本公認審判員及び必要と認める者をもって組織する。 

 （部会及び事務局） 

第５条 委員会の円滑な運営を図るため、必要な部会を置く。 

２ 委員会の会務を処理するため、事務局を置く。 

 

   第３章 役員 

 （役員） 

第６条 委員会に次の役員を置く。 

 (1) 委 員 長   １ 人 

 (2) 副委員長   若干人 

 (3) 部 会 長   若干人 

 (4) 委  員   若干人 

 (5) 監  事   １ 人 

 (6) 事務局長   １ 人 

２ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、任期の途中で交替した場合、後任の役員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長） 

第７条 委員長は、総会において選任し、県協会理事会の承認を得て、県協会の会長が委嘱する。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

 （副委員長） 

第８条 副委員長は、総会において選任し、県協会理事会の承認を得て、県協会の会長が委嘱する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。 

 （部会長） 

第９条 部会長は、総会において選任し、委員長が任命する。 

２ 部会長は、部会を代表する。 

 （委員） 

第１０条 委員は、総会において選任し、県協会理事会の承認を得て、県協会の会長が委嘱する。 

２ 委員は、部会又は事務局に所属し、その職務にあたる。 

 （監事） 

第１１条 監事は、総会において選任し、委員長が任命する。 

２ 監事は、会計を監査する。 

 （事務局） 

第１２条 事務局には、事務局長を置く。 
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２ 事務局長を補佐するため、庶務及び会計など必要な役職を置くことができる。 

３ 事務局長並びに事務局長を補佐する役職は、総会において選任し、委員長が任命する。 

４ 事務局長は、委員長の指示に従い庶務会計を統括し執行する。 

 

   第４章 会議 

 （会議） 

第１３条 会議は、総会、スタッフ会議及び正副委員長会議とし、委員長がこれを招集する。 

２ 委員長又は構成員の３分の１以上が必要と認めたとき、委員長は臨時会議を招集しなければならな

い。 

 （総会） 

第１４条 総会は、会員及び役員をもって構成し、年１回開催する。 

２ 総会は、次の事項を審議し決定する。 

 (1) 会則の改正 

 (2) 事業計画及び事業報告 

 (3) 予算及び決算 

 (4) 役員の選任 

 (5) その他委員長において必要と認めた事項 

 （スタッフ会議） 

第１５条 スタッフ会議は、役員をもって構成し、次の事項を審議する。 

 (1) 総会において決議された事項 

 (2) 第３条に規定する事項 

 (3) その他本委員会の運営に必要な事項 

 （正副委員長会議） 

第１６条 正副委員長会議は、委員長、副委員長及び事務局長で構成し、次の事項を審議する。 

 (1) 北信越ブロック大会における審判に関する事項 

 (2) 県協会主催以外の大会における審判に関する事項 

 (3) その他必要な事項 

 

   第５章 会計 

 （経費） 

第１７条 委員会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。 

 (1) 会費 

 (2) 県協会並びに関係団体から交付される補助金等 

 (3) 寄付金 

 (4) その他収入 

 （会計年度） 

第１８条 委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

   第６章 その他 

 （補則） 

第１９条 この会則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

 この会則は、昭和５５年３月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この会則は、昭和５８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この会則は、平成１４年４月６日から施行する。 
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